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序　　　文

マラウイ国公衆衛生プロジェクトは、同国の国立公衆衛生研究所（Community Health Sciences

Unit：ＣＨＳＵ）の感染症に関する国家保健機関としての機能が強化されることを目標に平成６年

９月１日から平成 11年８月 31日まで５年間の予定で実施されているものです。

このたび、国際協力事業団は、本プロジェクト協力期間が平成11年８月31日をもって終了する

のに先立ち、これまでの協力内容の評価をマラウイ側と共同で行うために、平成 10年 11月 10日

から 11月 25日まで、東京女子医科大学国際環境・熱帯医学教室　小早川隆敏氏を団長とする終了

時評価調査団を派遣しました。

本報告書は、本調査団が実施した調査および協議の内容と結果などを取りまとめたものです。

ここに、本件調査にあたりご協力いただきました調査団員および関係各位に対しまして、深甚な

る謝意を表しますとともに、今後とも本件技術協力の成功のために、いっそうのご指導、ご鞭撻

をお願い申し上げます。

平成 11年８月

国際協力事業団

理 事 　 阿 部 英 樹









目　　　次

序文

プロジェクト・サイト位置図

写真

第１章　終了時評価調査団の派遣 ..................................................... 1

１－１　調査団派遣の経緯と目的................................................... 1

１－２　調査団の構成 ............................................................. 1

１－３　調査日程 ................................................................. 2

１－４　主要面談者 ............................................................... 3

１－５　終了時評価の方法 ......................................................... 4

第２章　要約 ........................................................................ 5

２－１　効率性 .................................................................... 5

２－２　目標達成度................................................................ 5

２－２－１　ＣＨＳＵの検査能力の向上 ........................................... 5

２－２－２　モデル地区における疫学サーベイランスネットワークの確立............ 6

２－２－３　ＣＨＳＵとモデル地区間のリフェラルシステムの確立 .................. 6

２－３　効果 ...................................................................... 7

２－４　計画の妥当性.............................................................. 7

２－５　自立発展性................................................................ 7

第３章　プロジェクト当初計画 ....................................................... 8

３－１　相手国の要請とわが国の対応............................................... 8

３－２　プロジェクトの成立と経緯................................................. 8

３－３　プロジェクトの目標および期待される成果 .................................. 8

３－４　プロジェクトの当初計画................................................... 9

３－４－１　ＣＨＳＵの検査能力の向上 .......................................... 9

３－４－２　モデル地区における疫学サーベイランスネットワークの確立 ........... 9

３－４－３　ＣＨＳＵとモデル地区間のリフェラルシステムの確立 ................. 10

３－５　プロジェクトの投入計画................................................... 10

３－６　計画変更の事項と内容 ..................................................... 10

３－６－１　モデル地区におけるＰＨＣ活動の拡大 ................................ 10

３－６－２　プロジェクト一時中断について ...................................... 10

３－７　相手側実施機関 ........................................................... 11



第４章　プロジェクトの活動・実績................................................... 12

４－１　ＣＨＳＵの検査能力の向上................................................. 12

４－２　モデル地区における疫学サーベイランスネットワークの確立 ................. 13

４－３　ＣＨＳＵとモデル地区間のリフェラルシステムの確立........................ 13

第５章　プロジェクトの評価 ......................................................... 14

５－１　各活動の当初計画と活動内容の比較および評価 .............................. 14

５－１－１　ＣＨＳＵの検査能力の向上 .......................................... 14

５－１－２　モデル地区における疫学サーベイランスネットワークの確立 ........... 14

５－１－３　ＣＨＳＵとモデル地区間のリフェラルシステムの確立 ................. 17

５－２　重要な阻害要因とその原因................................................. 18

５－３　プロジェクト運営管理の適正度 ............................................ 18

５－３－１　カウンターパートの運営管理体制 .................................... 18

５－３－２　マラウイ側・日本側のコミュニケーション ............................ 19

５－３－３　機材調達 ........................................................... 19

５－４　結論 ..................................................................... 19

第６章　教訓および提言等 ........................................................... 21

６－１　ＣＨＳＵの検査能力の向上................................................. 21

６－２　モデル地区における疫学サーベイランスネットワークの確立 ................. 21

６－３　ＣＨＳＵとモデル地区間のリフェラルシステムの確立........................ 22

資料

１　合同評価報告書................................................................ 25

２　プロジェクト投入計画 ......................................................... 50

３　相手側実施機関組織図 ......................................................... 56

４　感染症サーベイランスおよびアウトブレイク調査のためのプロトコル.............. 58

５　疾病サーベイランスの定義 ..................................................... 64

６　サーベイランスシステムの評価項目 ............................................. 73



- 1 -

第１章　終了時評価調査団の派遣

１－１　調査団派遣の経緯と目的

マラウイ共和国（以下「マラウイ」と略称）においては、感染症による乳幼児死亡率が高く、保健

医療政策において感染症患者の早期発見と対策の確立が重要課題となっている。1988年、同国は

世界銀行の融資により保健省公衆衛生研究所（Community Health Sciences Unit：ＣＨＳＵ）を

設立したが、診断技術および人材不足のため、十分な効果をあげるには至っていなかった。

このような背景から、同国がわが国に対して、（１）ＣＨＳＵの機能強化、および（２）モデル地

区とＣＨＳＵの間のラボラトリー検査のリフェラルシステム確立のため、プロジェクト方式技術

協力を要請してきたところ、わが国は 1994年９月より５年間のプロジェクト方式技術協力（マラ

ウイ公衆衛生プロジェクト：以下「プロジェクト」と略称）を開始した。

同プロジェクトは、ＣＨＳＵにおいて専門家による感染症検査技術指導および機材供与を行う

とともに、モデル地区（サリマ）において、疫学サーベイランスネットワークの確立およびＣＨＳＵ

との間のリフェラルシステム確立のための協力活動を行ってきた。また、1998年８月には短期専

門家によるＰＣＭ（プロジェクト・サイクル・マネージメント）ワークショップを開催し、これま

での活動を振り返るとともに終了までの活動計画について協議した。

これらを踏まえ、1999年８月末のプロジェクト終了を控え、これまでのプロジェクト活動を評

価し、残り協力期間でのプロジェクト活動および終了後の協力の必要性について検討することを

目的として、本調査団は 1998年 11月 10日から 25日までの日程で派遣された。

１－２　調査団の構成

（氏名） （担当） （所属）

小早川隆敏 団長・総括 東京女子医科大学国際環境・熱帯医学教室教授

渡辺伸一郎 臨床検査 東京女子医科大学中央検査部臨床生化学検査科教授

金子　　聡 疫学・サーベイランス 産業医科大学産業生態科学研究所臨床疫学教室

北林　春美 計画評価 国際協力事業団医療協力部医療協力第二課長

筒井　晶子 プロジェクト管理 国際協力事業団医療協力部医療協力第二課
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１－３　調査日程

日順 月日（曜日） 移動および業務

第１日 11月10日（火）移動　渡辺団員以外　成田→シンガポール（JL719）

２日 11日（水）移動　団長・渡辺団員以外　シンガポール→ヨハネスブルク（SQ406）

３日 12日（木）移動　団長　シンガポール→ヨハネスブルク（SQ406）

移動　渡辺団員以外　ヨハネスブルク→リロングウェ（SA170）

ＪＩＣＡマラウイ事務所にて打合せ

４日 13日（金）ＣＨＳＵにて専門家との打合せ

大蔵省債務・援助管理局長、保健省次官、ＣＨＳＵ所長表敬・協議

移動　渡辺団員　大阪→ヨハネスブルク（JL447）

５日 14日（土）ＣＨＳＵにて専門家との打合せ

６日 15日（日）ＣＨＳＵにて専門家との打合せ

移動　渡辺団員　ヨハネスブルク→リロングウェ（QM202）

７日 16日（月）モデル地区（サリマ）県病院長表敬・協議、県病院視察

モデル地区の村のヘルスセンターおよび村での活動視察

ＣＨＳＵ視察、専門家との協議

８日 17日（火）ＣＨＳＵにてカウンターパートと協議

保健省にて合同評価会議

９日 18日（水）合同評価報告書協議・作成

10日 19日（木）保健省にて合同評価報告書署名・交換

ＪＩＣＡマラウイ事務所に報告

団長主催マラウイ側関係者との昼食会

11日 20日（金）移動　団長、渡辺・金子団員　リロングウェ→ヨハネスブルク（QM203）

移動　団長、渡辺団員　ヨハネスブルク→ロンドン（BA056）

移動　北林・筒井団員　リロングウェ→ルサカ（QM183）

12日 21日（土）北林・筒井団員　ザンビア感染症対策プロジェクト視察

団長、渡辺団員　イギリスＮＧＯとの打合せ

移動　金子団員　ヨハネスブルク→大阪（JL446）

13日 22日（日）北林・筒井団員　ザンビアＰＨＣプロジェクト視察

移動　団長、渡辺団員　ロンドン→成田（JL402）

14日 23日（月）北林・筒井団員　在ザンビア日本大使館へ調査団報告

15日 24日（火）移動　北林・筒井団員　ルサカ→ヨハネスブルク（Z9102）

　　　　　　　　　　　ヨハネスブルク→シンガポール（SQ405）

16日 25日（水）移動　北林・筒井団員　シンガポール→成田（SQ102）
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１－４　主要面談者

（1）マラウイ側面談者

〈Ministry of Health and Population〉

Dr. W. O. O. SANGALA Secretary for Health and Population

Dr. R. B. PENDAME Controller of Clinical Services

Mr. T. D. C. MUVA Deputy Secretary for Health

Mrs. L. P. KACHAPILA Senior Nursing Officer

Mr. J. P. M. GWEDELA Principal Human Resources Management Officer

Mr. S. L. NGWIRA Chief Human Resources Management Officer

Dr. P. MKANDA Officer In-Charge of CHSU

Mr. J. KWANJANA Deputy TB Programme Manager (CHSU)

Mr. A. MACHESO Programme Manager of Malaria (CHSU)

Mr. K. NINDI Programme Manager of Diarrhea (CHSU)

Mr. A. M. J. SUWATI Programme Manager Human Trypanosomiasis (CHSU)

Mr. E. M. KACHENJE Principal Biochemist (CHSU)

Mr. J. B. CHIPETA Epidemiology Data Analyst (CHSU)

Mr. W. J. CHISAMBA Senior Laboratory Assistant (CHSU)

Mr. J. MICHONGWE Laboratory Assistant (CHSU)

Mr. I. CHAKANIKA Laboratory Assistant (CHSU)

Mr. A. G. SIYASIYA Laboratory Assistant (CHSU)

〈Salima District Hospital〉

Dr. H. JUMA District Health Officer

（2）日本側面談者

〈在ザンビア日本大使館〉

中村　義博 特命全権大使

遠藤　賢司 一等書記官

〈公衆衛生プロジェクトチーム〉

犬尾　　元 チーフアドバイザー

菅井　博英 プロジェクト調整員

宮崎　朋子 疫学／プライマリー・ヘルスケア
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松尾美紀子 臨床検査

武地　美保 医学研究

〈ＪＩＣＡマラウイ事務所〉

村上　　博 所長

関　　徹男 所員

香川　顕夫 所員

Mr. Dereck MMANGA 所員

１－５　終了時評価の方法

1998年８月に行ったＰＣＭワークショップで作成したＰＤＭ（プロジェクト・デザイン・マト

リックス）をもとに、当初計画（計画の目標、成果、活動）を整理し、ＣＨＳＵおよびモデル地区

における活動状況視察・資料収集を行った。この結果を踏まえ、下記の各項目に関する双方の活

動実績、目標達成度などについて合同評価会議にて評価を行い、あわせて、残り協力期間でのプ

ロジェクト活動および終了後の協力の必要性について協議した。

（1）ＣＨＳＵの微生物検査に関する技術レベル向上

（2）モデル地区における疫学サーベイランスネットワーク確立

（3）ＣＨＳＵとモデル地区の病院間のリフェラルシステムの確立

合同評価会議における協議を踏まえ、保健省次官と調査団長が合同評価報告書に署名を交換し

た。
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第２章　要約

協力開始後４年３カ月を経過し、ＣＨＳＵ検査部門各課の整備と検査技術の移転は、新棟ラボ

ラトリーを除きほぼ予定どおり行われ、協力期間の終了までに一応の成果をあげるものと判断さ

れる。また、モデル地区で実施された各種の調査・研究を通じて、モデル地区とＣＨＳＵ間の連

携が強化された。

これらの成果を生み出すまでには、マラウイ側カウンターパートのプロジェクトに対する理解

の欠如および管理能力の不足による協力活動の停止や遅滞が常に問題となってきたが、こうした

状況は、日本人専門家チームの粘り強い努力によって、徐々に改善されつつある。また、1998年

９月の Mkanda新所長の着任に伴い、モデル地区でのサーベイランスが開始されるなど、さらなる

改善と活動の進捗が期待される。

ただし、ラボ新棟については、機材設置と指導に要する時間を考慮すると、1999年８月末の協

力終了予定時までに完了することは困難と思われ、1998年 11月に着手した疾病サーベイランスの

実施支援とともに、１年間程度の協力の延長が必要と考えられる。

２－１　効率性

ＣＨＳＵ検査機能およびモデル地域とのレフェラル機能は強化されたが、プロジェクト基盤整

備費で建設したＣＨＳＵ新棟への機材供与は予定時期よりも遅れており、これら機材にかかる十

分な技術移転のために今後の対応が必要である。また、モデル地域への疫学サーベイランスネッ

トワーク構築は、十分な能力を持つカウンターパートが存在しなかったために取り組みが遅れ、

プロジェクト５年目に開始した。

２－２　目標達成度

プロジェクト目標であるＣＨＳＵ検査機能の強化は達成され、通常の検査業務に加え研究レ

ポートの提出も実施された。しかしながら、供与の遅れた機材の関連分野については、今後の対

応が必要である。以下に各成果にかかる調査結果を述べる。

２－２－１　ＣＨＳＵの検査能力の向上

ＣＨＳＵにおける臨床検査部門の拡充と機能強化は、当初の目標をおおむね達成したと思わ

れる。

微生物学的診断に関しては、感染性下痢症や流行性髄膜炎など、細菌性感染症の病原菌の分

離同定および薬剤感受性試験が実施され、この技術がモデル地区病院へ移転された。

ＨＩＶ感染との関連で重要な結核に関しても、菌の同定および薬剤感受性試験を行い、早期



- 6 -

診断・早期治療に寄与している。

臨床生化学検査に関しては、基本的な生化学項目、ＨＩＶ、ＨＢｓ抗原など検査項目の充実

が図られ、疫学調査やモデル地区病院への試薬の配布および技術指導なども行われている。

寄生虫検査に関しては、マラリア、住血吸虫の調査およびマラリア診断の研修を行い、成果

をあげている。

ウイルス検査および病理学的検査は、移転中の新棟で実施予定であり、ＣＨＳＵの機能強化

に大いに貢献するものと思われる。

２－２－２　モデル地区における疫学サーベイランスネットワークの確立

プロジェクト開始当初より最終年の本年に至るまで、サーベイランスシステム（継続的なデー

タ収集・分析・再分配を通して疾病のコントロール・予防に役立てるシステム）の構築は確立さ

れていなかった。これは、疫学的動機づけを有するカウンターパートの不在や、未整備なイン

フラストラクチャーに起因したものと考えられる。

しかし、４年弱にわたるプロジェクトによるインフラ整備や、疫学を専門とするＣＨＳＵ新

所長の 1998年９月の就任により、サーベイランスシステム稼働の条件が揃い、モデル地区にお

けるサーベイランスシステムが1998年 11月より稼働しはじめた。したがって、現時点ではサー

ベイランスシステムの評価は不可能だが、モデル地区においては最末端の保健所レベルまで新

サーベイランスシステムの重要性やレポート作成・報告義務についての情報が正確に伝達され

ており、同地区でのサーベイランスシステムの確立が期待される。また、同地区において確立

したシステムの全国展開と国家計画への反映も期待される。

今回の同地区におけるサーベイランスの対象の感染性疾患は、コレラ、赤痢、髄膜炎、ペス

ト、麻疹、ポリオ、エボラ出血熱で、いずれも流行爆発（outbreak）の潜在性が高く、社会的イ

ンパクトの強い７感染症である。

２－２－３　ＣＨＳＵとモデル地区間のリフェラルシステムの確立

プロジェクト開始後、モデル地区病院からＣＨＳＵに送られる検体数は着実に増加した。こ

れは、以下の３点によるところが大きい。

（1）プロジェクトが行った各種のサーベイにより、モデル地区病院からＣＨＳＵに送られる

検体数が増加した。

（2）モデル地区病院とＣＨＳＵ間の輸送システムが整備された。

（3）マラリアに対する薬剤回転資金の導入や、薬剤浸漬蚊帳の普及活動をモニターすること

により、同地区病院での検体数が増加した。

しかしながら、現在のリフェラルシステムの稼働状態をかんがみると、いまだ満足する段階
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には達していない。それは、サーベイランスからリファーされるべき検体がほとんど移送され

てこないためであり、今後サーベイランスシステムの発展とともに、リファーされる検体が増

加することが期待される。

さらに、リファー検体の増加によりラボの機能も向上し、サーベイランスがより信頼性の高

いものへと充実していくことが期待できる。

２－３　効果

ＣＨＳＵの検査機能の強化、サーベイランスシステムおよびリフェラルシステムの確立を通じ、

今後、モデル地域において、５歳児未満死亡率の低下など、保健事情が改善されていくことが期

待される。

２－４　計画の妥当性

マラウイ保健省はプライマリー・ヘルスケアに重点をおいており、本プロジェクトの成果はこ

の方針と合致することから、評価時においても計画は妥当なものと判断される。

２－５　自立発展性

検査技術の移転はほぼ完了したが、ＣＨＳＵ活動の自立発展のためには、今後、予算および資

源の面からの支援が必要と考えられる。
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第３章　プロジェクト当初計画

３－１　相手国の要請とわが国の対応

1. ＣＨＳＵ公衆衛生部門の検査診断体制の確立

および検査精度向上のための技術協力

2. 最低１カ村のモデル地区を選定し、モデル地

区とＣＨＳＵとの間にモデル地区の病院を通じ

てラボラトリー検査のリフェラルファンクショ

ンを確立する。

1. ＣＨＳＵの感染症検査体制の整備および検査

技術指導を目的に、専門家による指導、機材供

与、およびＣＨＳＵ管理部門担当者と検査技師

に対する研修を実施した。

2. モデル地区の疫学サーベイランスネットワー

ク確立を目的に、専門家による指導を行った。

3. モデル地区とＣＨＳＵとの間のリフェラル

ファンクション確立を目的に、専門家による指

導および機材供与を行った。

分野 要請内容 わが国の対応

ＣＨＳＵの整備

および機能強化

３－２　プロジェクトの成立と経緯

1988年 マラウイ政府、感染症対策としてＣＨＳＵを設立（世界銀行の融資による）

1994年１月 マラウイ政府要請を受け、当事業団が事前調査団を派遣し、ＣＨＳＵの現状お

よび協力内容の確認を行った。

1994年７月 当事業団実施協議調査団を派遣し、プロジェクト協力内容および協力方法の決

定、協力実施計画策定、討議議事録（Record of Discussions：Ｒ／Ｄ）および

暫定実施計画書（Tentative Schedule of Implementation：ＴＳＩ）の署名・交

換を行った。

1994年９月 プロジェクト開始

３－３　プロジェクトの目標および期待される成果

（1）プロジェクトの目標

感染症に関する国家保健機関としてのＣＨＳＵの機能が強化される。

（2）プロジェクトの期待される成果

1） 微生物検査に関するＣＨＳＵの技術レベルが向上する。

2） モデル地区内に疫学サーベイランスネットワークが確立される。

3） ＣＨＳＵとモデル地区の病院間のリフェラルファンクションが確立される。
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３－４　プロジェクトの当初計画

３－４－１　ＣＨＳＵの検査能力の向上

当初、ＣＨＳＵ公衆衛生検査室は生化学、微生物学、寄生虫学および結核関連の４つの検査

室から成っていたが、これらの稼働状況は結核菌検査室がマラウイ全体の r e f e r e n c e

laboratoryとして一定の機能を果たしていた程度であり、そのほかには細菌検査室における便

培養などのルーチン検査や寄生虫部門でのマラリア検査などがきわめて散発的に行われている

にすぎなかった。ＨＩＶ検査をはじめとするウイルス学的検査は行われておらず、生化学検査

室についてもほとんど機能していない状態であった。また、すでにＵＮＩＣＥＦなどから供与

されていた検査機器も乳幼児の栄養障害に関する検査、特に微量元素の測定に関するものが中

心で、しかもそれらは故障したまま使用されずに放置された状態にあった。さらには電圧の不

安定性、ガス供給の不備、医療廃棄物処理、バイオハザードなど、施設の基盤整備も重要な課

題であることが指摘された。

これらの現状分析を踏まえ、ＣＨＳＵ公衆衛生検査室における臨床検査体制の整備・拡充お

よび教育・実地指導による検査技術の向上を図り、その機能を強化することを目的に、プロジェ

クト方式による技術協力が計画された。

専門家は、長期専門家として、チームリーダー（臨床医）、業務調整、ウイルス診断、地域保

健医療および臨床検査の専門家各１名を、短期専門家は随時それぞれ派遣し、カウンターパー

トの指導にあたることが計画された。

ＣＨＳＵの臨床検査部門の機能強化のため、検査室の整備、検査機器・備品などの機材供与、

検査項目の拡充（血液学的検査・生化学検査・ウイルス学的検査など）を図る。検査項目の拡充

にあたっては検査技術の基本操作の習熟に重点を置き、用手法を主体とした技術移転を行う。

臨床検査分野においてわが国では自動分析機が主流になっているが、マラウイの現状ではこれ

ら自動分析機の維持管理、試薬の安定供給が不可能であり、用手法を主体とした検査診断技術

を通して問題の解決能力を育成する。さらに、臨床検査部門の機能強化にはＣＨＳＵの基盤整

備も重要な課題であることが認識された。

カウンターパートの研修は、日本において年間２～３名、短期の行政管理研修１名、６カ月

の検査技師を中心とした技術研修２名を行う計画であった。

３－４－２　モデル地区における疫学サーベイランスネットワークの確立

疫学サーベイランスの方法を導入し、次いでモデル地区のヘルスセンターを通じた地区病院

での検体収集システムを導入・強化することを当初の目標とした。具体的には、初年度におい

て健康問題の把握とヘルスワーカーの訓練を行い、次年度より最終年度まで疫学サーベイラン

スとサーベイランスデータの解析と評価を行いつつ、地域に対して結果をフィードバックする
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という計画であった。

３－４－３　ＣＨＳＵとモデル地区間のリフェラルシステムの確立

地区病院からＣＨＳＵへの検体の迅速な搬送、ＣＨＳＵにおける疫学ないし検査データの解

析、結果のフィードバック、および、これらの過程を通じて、モデル地区ヘルスセンターにお

ける診断・治療に有用な情報を提供するシステムを全体として強化することを目的としていた。

当初の計画では、検体をＣＨＳＵに迅速に輸送する手段の確立と検査結果のフィードバックを、

初年度から最終年度まで行う計画であった。

３－５　プロジェクトの投入計画

資料２の 1995年１月（計画打合せ調査団）、1996年７月（巡回指導調査団）、および 1998年８月

（ＰＣＭワークショップ）に作成された投入計画を参照のこと。

３－６　計画変更の事項と内容

３－６－１　モデル地区におけるＰＨＣ活動の拡大

モデル地区におけるＰＨＣ活動の一環として、1997年４月からマラリアコントロール活動が

開始された。主な活動内容は、薬剤浸漬蚊帳の販売および村のドラッグ・リボルビング・ファ

ンド設置であり、蚊帳・マラリア薬のいずれも市場価格より低い価格で販売している。

３－６－２　プロジェクト一時中断について

1995年 11月の計画打合せ調査団によるミニッツ署名の直後、前サリマＤＨＯのDr. Van Dessel

が、保健省にプロジェクトを批判する文書を提出していたことが明らかとなった。プロジェク

ト側は、これを根拠のない批判であると反論し、本件についてカウンターパートと数度話し合

いをもった。しかしながら、双方の意見の一致には至らず、同年 11月 23日から 12月 18日まで

の間プロジェクト活動が中断するという事態が生じた。

その後の話し合いにより活動は正常化したが、この事件により、専門家チームとカウンター

パートとのコミュニケーションを促進すること、および、カウンターパートのイニシアティブ

を十分尊重することの必要性が明らかとなった。本プロジェクトはマラウイ初のプロジェクト

方式技術協力事業であることから、プロジェクトに対するカウンターパートの理解は必ずしも

十分とはいえず、また、保健省担当官はプロジェクト実施機関であるＣＨＳＵの内部状況につ

いてはあまり把握していない。この事件で得たこれらの情報から、以後、日本側はプロジェク

ト活動決定に際してそれまで以上にカウンターパートの意思を尊重する姿勢を示すようになり、

その結果、カウンターパートとの関係は事件前よりも改善された。
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３－７　相手側実施機関

資料３参照のこと。
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第４章　プロジェクトの活動・実績

４－１　ＣＨＳＵの検査能力の向上

ＣＨＳＵ公衆衛生検査室の整備・拡充として、検査機器（分光光度計、光電光度計など）、ドラフ

トチャンバー、蒸留装置、冷蔵庫、コールドルームの設置が行われた（ANNEX７）。また、ＣＨＳＵ

の基盤整備の一環として検査室へのガス供給、定電圧装置の設置、新棟建設による物品納庫、ス

タッフルーム、図書館、セミナー室、ウイルス検査室および病理検査室の新設を行った。さらに、

焼却炉、施設周囲の防護柵、駐車場の建設も行った。

ＣＨＳＵ公衆衛生検査室の各検査部門におけるこれまでの活動実績は以下のとおりである。

細菌学検査室では、病原性菌のグラム染色、分離同定、薬剤感受性試験、薬剤耐性、感染性下

痢症や流行性細菌症の診断、地区病院の技師に対する技術指導・監督などを業務として行ってい

る。病原性菌の分離同定および薬剤感受性試験は、コレラ、チフス、赤痢、サルモネラ、病原大

腸菌などの腸管病原性菌のみならず、肺炎球菌や髄膜炎菌など基本的なものもできるようになっ

た。また、コレラ、ペスト、流行性髄膜炎などの outbreakに対応できる体制も整った。

結核菌検査室では、結核菌の塗抹標本の作成、Ｎ・Ｚ染色、Ｆ・Ｌ染色、培養同定、薬剤感受

性試験、薬剤耐性の調査、技師への技術指導・監督を行っているが、ＩＵＡＴＬＤ（国際結核肺疾

患予防連合）からの経済的支援を受けているため安定した活動ができている。

生化学検査室では、栄養に関する調査、肝炎ウイルス・ＨＩＶなどの疫学調査、他病院への自

家調整生化学検査キットの配布、技師への技術指導・監督を行っている。基本的な生化学検査項

目である総たんぱく、アルブミン、尿素窒素、クレアチニン、ＡＳＴ、ＡＬＴ、ビリルビン、ア

ルカリフオスファターゼ、ヘモグロビン、総コレステロール、血糖、ＴＳＨ、Ｔ３、およびＴ４

が測定できるようになった。ヘモグロビン、血糖、総たんぱく、尿素窒素は自家調整キットを作

成し、地区病院へ配布した。また、ＨＩＶおよびＨＶＢ感染率の全国調査を行った。さらに、医

療関係者のＨＢワクチン接種供血者のＨｂｓ抗原スクリーニングの実施を提言した。

寄生虫学検査室では、マラリアおよび住血吸虫の調査、地区病院・ヘルスセンター医療担当官

へのマラリア診断の研修を行っている。抗マラリア薬の薬剤耐性検査ができるようになり、治療

薬の薬剤耐性の情報が得られるようになった。また、Instructive Microscopeの供与により研修

会における教育が効果的に行えるようになった。

ウイルス検査室および病理学検査室は、ＣＨＳＵの新研究棟に設置準備中であり、ＣＨＳＵの

機能強化に大いに貢献するものと期待される。ウイルス検査室では、急性呼吸器感染症の原因ウ

イルスの分離や、ポリオウイルスおよび麻疹ウイルスの検出などを計画中であるが、これに必要

な備品の安定供給やランニングコストの問題が指摘される。病理学検査室では、感染症の組織診

断および癌検診などを行う予定であるが、病理診断医がいないという問題が指摘される。
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また、ＣＨＳＵにおける活動とともに、地区病院やヘルスセンターの検査技師および医療担当

官に対する生化学検査やマラリア診断などの技術講習会の開催、地区病院への自家調整生化学検

査キットの配布など、検査技術の指導監督、臨床検査の普及・向上のために積極的に活動した。肝

炎ウイルス、ＨＩＶなどの疫学調査に対しても積極的に参加し、協力体制を整えた。

上記の活動によりＣＨＳＵに送られてくる検体総件数は年々著しい増加傾向を示し、1993年度

2112件から 1997年度では 8169件に増加した（ANNEX８）。

４－２　モデル地区における疫学サーベイランスネットワークの確立

プロジェクト開始当初より 1998年に至るまで、モデル地区（サリマ）におけるサーベイランスシ

ステムの構築については、諸処の事情により進展がみられなかった。しかし、最終年の1998年 11

月になって、アウトブレイクに対するサーベイランスシステムがモデル地区で稼働するよう、計

画立案やワークショップなどが行われている。同地区における新サーベイランスの対象感染症は、

アウトブレイク発生の潜在性が高く、社会的インパクトの強い①コレラ、②赤痢、③髄膜炎、④

ペスト、⑤麻疹、⑥ポリオ、⑦エボラ出血熱の７感染症である（資料４および資料５）。

新サーベイランスシステムはまだ稼働していないため、サーベイランスとして機能するために

必要なデータの集積、集積されたデータの解析・解釈、結果の伝達、さらに、公衆衛生的に必要

な疾病予防およびコントロールプログラムの計画・実行は、現在のところ行われていない。

４－３　ＣＨＳＵとモデル地区間のリフェラルシステムの確立

プロジェクトの開始以後、輸送手段として４ＷＤの自動車が購入され迅速な検体輸送に貢献し、

ＦＡＸ・コンピュータなどの導入も効率的な情報の伝達に貢献している。このようなインフラの

整備も進み、モデル地区病院とＣＨＳＵの間での検体リファー数はプロジェクト開始以前に比べ

確実に増加してきている（ANNEX８）。
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第５章　プロジェクトの評価

５－１　各活動の当初計画と活動内容の比較および評価

５－１－１　ＣＨＳＵの検査能力の向上

ＣＨＳＵにおける臨床検査部門の拡充と機能強化は、当初の目標をおおむね達成したと思わ

れる。

専門家の派遣、機材供与およびカウンターパートの技術研修により、検査室の整備、検査機

器・備品の整備拡充、検査技術の向上、検査項目の拡充が図られた。検査項目の拡充にあたり

検査技術の基本操作の習熟が必要な用手法を主体とした技術移転を当初の目標としたことは、

検査に対する問題の自己解決能力を育成し、自立発展性に大きく寄与した。

細菌学検査室の拡充は、感染症の蔓延しているマラウイにとって感染症対策の観点から最重

要課題であり、感染性下痢症、流行性髄膜炎、肺炎をはじめとする感染症の診断・治療に大き

く寄与している。また、感染症の大流行に対する対応も可能となった。しかし、そのインパク

トについて、疾病の疾患率や死亡率の改善を評価するには時期尚早と思われる。また、サーベ

イランスネットワークが機能していないため、流行病発生から検体収集に時間がかかりすぎ、

十分な検体数の確保ができないという問題が指摘された。

生化学検査室は、14項目の新規検査が可能となり、乳幼児の栄養状態の把握、感染症、ウイ

ルス性肝炎、ＡＩＤＳなどの診断および疫学調査に有力な情報を提供した。また、予算に限り

があるため、安価にルーティン検査が行えるよう自家調整検査キットを作成し、地区病院へ配

布した。しかし、その後のインフレによるＣＨＳＵの予算の不足から、ＨＩＶなどの市販の検

査試薬を使用せざるを得ない検査項目は、試薬の調達ができないといった深刻な事態になって

いる。今後この検査体制を維持していくうえでも、経済的支援を含めた何らかの対策が必要と

考えられる。

寄生虫学検査では、抗マラリア薬の薬剤耐性試験ができるようになり、薬剤耐性の情報が得

られるようになった。ウイルス学検査および病理学検査は、ＣＨＳＵの新研究棟に準備中であ

る。ウイルス検査室では原因ウイルスの分離を計画しているが、これに必要な炭酸ガスや液体

窒素の安定供給が困難であることや、ランニングコストの問題が指摘される。また、病理学検

査室では感染症の組織診断および癌検診などを行う予定であるが、病理診断医がいないという

問題が指摘される。

５－１－２　モデル地区における疫学サーベイランスネットワークの確立

（1）サーベイランスシステムの評価－“一般論”

公衆衛生サーベイランスとは、米国疾病予防局（ＣＤＣ）の定義によれば、
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「公衆衛生活動の計画・実行・評価のために必要な情報の継続的・系統的な収集・分析・解

釈を行う一連のシステムのことであり、さらにその解析結果を必要としている人々に適切

な時期に再分配するようなシステムのことをいい、さらにそのシステムは、疾病のコント

ロール・予防のために応用されるべきものである」となる。

サーベイランスシステム（ネットワーク）は、ある特定の目的のために構築されたシステ

ムであるため、目的が異なればシステム構成も異なり、ある目的では非常に有用であった

システムも、他の目的ではまったく用をなさないということもあり得る。したがって、ひ

と口にサーベイランスといってもその内容は千差万別であり、サーベイランスシステム

（ネットワーク）の構築は、このことを念頭におきながら行われなければならない。また、評

価に関しても、サーベイランスシステムの公衆衛生的な目的に関して、どれだけ効率的か

つ的確に行われているかということを評価しなければならない。一般的に用いられている

公衆衛生サーベイランスの評価項目については、資料６にあげるとおりである。

（2）新サーベイランスシステムの評価－全般的評価

４年弱にわたるプロジェクトによるインフラの整備がある程度進んだことと、疫学を専

門とするＣＨＳＵ新所長（Dr. Mkanda）の 1998年９月の就任により、即時的な対応を迫られ

るアウトブレイクに対するサーベイランスシステムがサリマ地区において 11月より稼働し

つつある。疾病の定義などは、“ＷＨＯ Recommended Surveillance Standards”（ＷＨＯ／

ＥＭＣ／ＤＩＳ／ 97.1）に従っている。したがって、すでに方法論的に確立しているもの

でもあり、ＣＨＳＵ新所長のスーパービジョンが行き届けば、ある程度の結果を期待する

ことができる。さらに、今回の調査で訪問した最末端の保健所（モデル地区）レベルまで新

サーベイランスシステムの重要性やレポート作成・報告義務についての情報が正確に伝達

されており、同地区でのサーベイランス機能の達成が期待される。今回の同地区における

対象の感染性疾患は、アウトブレイクの潜在性が高くしかも社会的インパクトの強い①コ

レラ、②赤痢、③髄膜炎、④ペスト、⑤麻疹、⑥ポリオ、⑦エボラ出血熱の７感染症と設

定された。以下、資料６の評価項目に従い、評価可能な点のみ評価・考察を行うこととす

る。

（3）新サーベイランスシステムの評価－項目別評価

1） 公衆衛生上の重要性（Public Health Importance）の評価

今回のプロジェクトでは、「モデル地区での５歳未満の小児死亡率の低下」を目標とし

ているため、公衆衛生上のインパクトは、５歳未満の死亡パターンで判断するのが望ま

しい。資料によると、マラウイにおける５歳未満の死亡原因の第１位はマラリアであり、
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以下、栄養失調、貧血、肺炎、麻疹、下痢性疾患となっている（1990年マラウイ共和国保

健省資料）。したがって、新サーベイランスの対象疾患に、５歳未満の主死亡原因である

コレラ、赤痢、麻疹が含まれていることに問題はない。また、ポリオ、ペスト、髄膜炎

は、世界戦略上重要な疾患であり、その意味からも監視が必要と思われる。エボラ出血

熱に関しては、ウイルス同定が困難と思われるため、広い意味での出血熱の監視と理解

して問題ないと思われる。出血熱は、ひとたび発生すれば社会的インパクトが非常に強

いが、現在の状況を考慮すると、発生する可能性は高くないと思われる。

死因第１位のマラリアに関しては、後述する患者登録システムにより統計を取ってい

るようであるが、今回の調査ではその詳細まで把握することはできなかった。ＨＩＶ感

染に関しても、マラウイでは大きな社会問題となっているが、ＡＩＤＳSecretariatとい

う部署で情報収集を行っているようである。これについても今回の調査では、その詳細

を得ることはできなかった。

2）　システムの構造（System Description）

資料４に今回の新システムの構造が説明されているが、もう少し詳細な情報伝達方法

や、解析方法、および解析結果の伝達方法などを計画すれば、さらになめらかな情報の

流れになるものと考えられる。さらに、システムが稼働すれば新たな問題が生じるもの

と考えられる。問題を解決しながらより洗練された柔軟なシステムに進化していくこと

を期待する。

3）　有用性・システム属性・システム運用に必要なコストに関する評価

これらの評価は、現在のところまだシステムが完全に稼働しているわけではないので

不可能である。さらにシステムが稼働し、時間が経過した段階で評価を行うのが望まし

い。

（4）まとめ

残念ながら、このサーベイランスシステムは、まだ十分機能していない。しかしながら、

マラウイの保健衛生行政において、このような組織的な情報の収集や処理、さらにその情

報の利用ということは行われていないため、今回の新サーベイランスシステムの導入は、

強いインパクトをもたらすものと考えられる。さらに、このシステムが軌道に乗り、機能

するようになれば、安定した情報が国内外に発信され、的確な保健衛生政策の立案や国外

からの援助が得られるようになるものと思われる。
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５－１－３　ＣＨＳＵとモデル地区間のリフェラルシステムの確立

プロジェクトの開始以後、モデル地区病院とＣＨＳＵの間での検体数のリファー数は確実に

増加してきている（ANNEX８）。これは、以下の３点によるところが大きい。（1）プロジェクトが

行った各種のサーベイによりサリマ地区病院からＣＨＳＵに送られる検体数が増加した。（2）モ

デル地区病院とＣＨＳＵ間の輸送システムが整備された。（3）マラリアに対する薬剤回転資金の

導入や薬剤浸漬蚊帳の普及活動をモニターすることにより同地区病院での検体数が増加した。

しかしながら、ANNEX８からもわかるように、プロジェクトで実施した各種サーベイによるリ

ファー検体の占める割合が多く、サリマ地区病院からプロジェクトのサーベイ以外でリファー

されてくる検体数は、期待したほどは伸びていない。その理由として、サーベイランスがまだ

十分機能しておらず、確定診断のためにリファーされてくるべき検体が、ほとんど移送されて

こないことがあげられる。今後、サーベイランスシステムの発展とともにリファー検体の増加

が期待される。また、検体数の増加によりさらにＣＨＳＵのラボの機能も向上し、サーベイラ

ンスがより信頼性の高いものへと充実していくことが期待できる。

マラリアに対する薬剤回転資金の導入や薬剤浸漬蚊帳の普及活動は、活動をモニターするこ

とによるモデル地区病院での検査検体増加を意図し、企画されたものであるが、付加的に地域

の保健衛生向上に成果をあげている。薬剤回転資金においては、初回ストック分の薬（seed

drug）のプロジェクト負担による購入の後は、地域のボランティアがマラリアに罹患した患者ま

たは家族に解熱剤・抗マラリア剤を販売し、その利益で次の薬を購入しており、現在のところ

十分回転している。この住民中心のプログラムは地域住民のみで運営されており、地域による

住民の健康管理という点で地域保健普及に関し多分に貢献している。しかし、マラウイ通貨の

切下げや世界的な経済不況で、薬剤購入価格が上昇しており、追加資金の援助が必要な段階に

達している。薬剤浸漬蚊帳についても、地域住民の約１／３のみが購入しており、さらに蚊帳

の再浸漬は少数住民のみの参加ということからも、マラリアコントロールに対する理解がまだ

十分得られていないことが立証された。

理論的には、蚊帳の使用者はマラリア蚊に刺される確率が減少し、マラリア感染のリスクを

下げることができるが、地域として考えた場合、薬剤浸漬蚊帳の普及は、ヒト１人当たりの蚊

の密度の減少につながり、その結果としてベクトリアルキャパシティーが低下しマラリアのコ

ントロールに望ましい結果をもたらす。

プロジェクトで行ったＫＡＰテストの結果では、蚊帳の利用価値については、マラリアの予

防という意識は少ないようである。第１回のＫＡＰ調査からでは、住民のマラリアに対する理

解度が明確に判断できないため、２回目のＫＡＰテストを実施し、地域住民のマラリアに対す

る意識調査を行う予定である。今後、この２回の調査結果を考慮し、地域住民へのマラリア教

育をさらに徹底していく必要がある。さらに、今回の薬剤回転資金の導入や薬剤浸漬蚊帳の普
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及活動は、サリマ地区の２村で行っているのみである。今後、他援助機関への業務の受け渡し

も含めて、活動をさらに展開し、健康意識の向上とマラリアコントロールへの積極的参加、お

よびそれに伴う地方病院での検査数の向上とＣＨＳＵへのリファー検体の増加を図るべきであ

る。

５－２　重要な阻害要因とその原因

カウンターパートの協力体制の改善、とりわけＣＨＳＵ新所長 Dr. Mkandaの着任により、より

いっそうの協力体制が組まれ、プロジェクト活動のさらなる進捗が期待されるところである。し

かし、世界を取りまく経済状況の悪化はマラウイにも深刻な打撃を与えた。臨床検査分野におけ

る整備拡充と機能強化は当初の計画をほぼ達成したことはすでに述べたが、今後この検査体制を

維持運営するために必要な検査試薬を購入する予算の確保が困難な状況にある。マラウイにおい

て最も対策の急がれるＨＢＶ、ＨＣＶ、ＨＩＶの診断、あるいは供血者に対するこれらのウイル

スのスクリーニング検査の実施なども今後重要な課題と思われるが、これらの診断薬はいずれも

高価であることは阻害要因である。

ＣＨＳＵが reference laboratoryとして一定の機能を果たすためには、検査の精度の保証が重

要である。そのためには各病院からの検体の迅速かつ適切な搬送システムの構築が必要であるが、

人手不足や財政難により十分機能しているとはいえない。

また、臨床検査の分野における自動分析機の普及は途上国にも少なからず影響を与えている。

臨床検査の基本操作を熟知することなく、最新の検査機器の便利さだけを追求する姿勢が見受け

られ、理解を得にくいため、これが援助国側にとって技術移転を阻害するひとつの因子となると

思われる。

５－３　プロジェクト運営管理の適正度

５－３－１　カウンターパートの運営管理体制

本プロジェクト実施期間は、1994年の複数政党制への移行に伴いマラウイ社会全体が変化を

遂げつつある時期にあたり、特に、給料未払いによる医療従事者のストライキの頻発や、Cash

Budget 方式への予算システムの変更による病院の財政不足など、医療分野での変化は、プロ

ジェクト実施に重大な支障をきたした。

また、本プロジェクトは、当事業団がマラウイで実施する初めてのプロジェクト方式技術協

力であったため、カウンターパートのプロジェクトに対する理解不足や不慣れなことから、活

動の遅延が生じることが多々あった。特に、活動開始から長期にわたり、疫学部門カウンター

パートが未決定であったことは、プロジェクト進捗に支障をきたす原因となった。

さらに、プロジェクト実施機関であるＣＨＳＵにおいて、前所長がプロジェクトに対して非
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協力的であったことや、同所長が他の所員の十分な支持を得ておらず、リーダーシップを発揮

できる状況でなかったこともプロジェクトの阻害要因となったが、これらは 1998年９月に新所

長が着任したことにより解決された。

５－３－２　マラウイ側・日本側のコミュニケーション

マラウイ初のプロジェクト方式技術協力であったことや、ＣＨＳＵ前所長と他のカウンター

パートとのコミュニケーション不足および軋轢により、プロジェクト開始から中盤まで、カウ

ンターパートの本プロジェクトに対する理解は十分でなかった。このため、マラウイ側・日本

側のコミュニケーションは必ずしも十分でなく、これがプロジェクト活動の一時中止や遅延の

原因となった。

しかしながら、プロジェクト活動一時中止以後、日本人専門家がカウンターパートのイニシ

アティブを尊重する姿勢をより明確に打ち出したことや、1998年８月に実施したＰＣＭワーク

ショップによって、所長を含むカウンターパートと日本人専門家チームがプロジェクト目標と

これまでの問題点にかかる認識を共有したこと、および、1998年９月に疫学知識を持つ新所長

が着任したことにより、こうした状況は大幅に改善されている。

５－３－３　機材調達

機材については、プロジェクト開始当初からプロジェクト最終年度まで、円滑な調達は実施

されなかった。

これは、マラウイが自国内に港を持たないため、内陸輸送に長時間を要することや、プロジェ

クト方式技術協力における機材供与に必要な業務（価格見積等）について、十分な遂行能力を持

つマラウイ現地業者がいないことなどによる。当事業団では、イギリス事務所を通じた第三国

調達の実施など工夫を重ねたが、結果としてはプロジェクト最終年度においても年度当初の予

定時期に機材を調達することはできなかった。

５－４　結論

本プロジェクトの主な協力活動のうち、ＣＨＳＵの検査能力向上およびＣＨＳＵとモデル地区

間のリフェラルシステム確立については、一定の成果が認められる。また、活動が遅れていたモ

デル地区における疫学サーベイランスネットワークの確立についても、1998年 11月から活動が開

始され、ＣＨＳＵ新所長の監督のもとで活動の進展が見込まれている。

プロジェクト終了後の運営管理体制については、疫学サーベイランスネットワーク確立の経緯

に明かなように、カウンターパートの理解不足や管理能力不足は徐々に改善されており、新所長

のリーダーシップのもと、運営管理体制のさらなる改善が期待される。
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一方、新棟ラボラトリーへのウイルス学および病理学にかかる機材調達作業は当初予定より遅

れており、1999年８月末の協力終了予定時までに機材設置および指導を完了することは困難と考

えられる。

上記の判断に基づき、以下の内容にて協力期間を延長することが望まれる。

（1）延長期間：1999年９月１日から１年間

（2）協力内容

1） ＣＨＳＵにおけるウイルス検査および病理学的検査の能力向上の支援

2） 疾病サーベイランスネットワーク確立の支援：

疾病サーベイランス実施状況のモニタリングおよびアドバイス
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第６章　教訓および提言等

６－１　ＣＨＳＵの検査能力の向上

ＣＨＳＵの臨床検査体制の整備拡充と機能の強化は、新研究棟の整備を残して、現時点でほぼ

達成されたと考えられる。今後はこの検査体制の維持が重要である。ＣＨＳＵが re f e r e n c e

laboratoryとして機能するためには、疫学調査や disease control programeなどを通して多く

の検体収集を行い、実績を積重ねることや、日常診療における臨床検査の検体の確保などによっ

て、臨床検査の重要性やＣＨＳＵの役割についての認識が広まることが重要である。マラウイの

自助努力はいうまでもないが、息の長い地道な技術協力が必要であり、世界的に経済状況の悪化

している現在、検査体制の維持のために何らかの経済支援の継続が必要と思われる。

６－２　モデル地区における疫学サーベイランスネットワークの確立

モデル地区における疫学サーベイランスネットワークの確立という項目において、その対象疾

患の選別やサーベイランスの目的がプロジェクト当初なされていなかった。これは、既存データ

の欠落やデータの質の問題も考えられるが、ある程度の信頼ある国内データや、国連、ＷＨＯ、周

囲の国々の状況よりある程度の予想を立て、サーベイランスプログラムを計画することも可能で

あったかと考えられる。

明確な目的や対象疾患が曖昧であったがゆえに、各個人においてサーベイランスの目的の理解

が微妙に異なり、さらに日本側とマラウイ側のコミュニケーション不足も影響し、サーベイラン

スネットワークの構築に関する作業の円滑な進行を妨げた可能性がある。しかしながら、ＣＨＳＵ

およびモデル地区でのインフラストラクチャーの状況を考慮すると、ある程度、サーベイランス

システムの導入にはインフラの整備を待つのも致し方ない事態であったもとも考えられる。

また、マラウイ側に疫学的思考法を持ったカウンターパートが不在であり、サーベイランスシ

ステム運用の際に重要なスーパービジョンという点が欠けていたのも、システム整備が遅れたひ

とつの原因である。さらに、運用の原動力となるインセンティブ（心因的な意味での）が欠けてい

たことも、その遅れの原因になったものと考察される。今後、このサーベイランスシステムが機

能し、即時対応の必要なアウトブレイクの早期把握が可能なシステムに発展していくことが望ま

れる。

また、中・長期的な保健政策に必要な情報源としてすでに存在しているケースレポーティング

システムの改善・整備も重要と考える。地方保健所においては、患者数の記録か決まったフォー

マットで記録されており、定期的に地方病院へ報告することになっている。対象疾患は、マラリ

ア、下痢性疾患、肺炎、外傷、ＳＴＤなど約32の病態に分かれている。しかしながら、存在はし

ているが、実際はまったく機能していない。このシステムを整備（病態の臨床的定義、末端医療従



- 22 -

事者への再教育などを含めて）することにより、さらに多くの情報を保健医療行政に生かすことが

できるものと確信する。それには、ＣＨＳＵによる監視機能の充実・末端医療従事者の教育が何

より必要であり、今後のＣＨＳＵの人的・財源的支援が望まれる。

６－３　ＣＨＳＵとモデル地区間のリフェラルシステムの確立

ＣＨＳＵの機能を考慮した場合、サーベイランスシステムとリファー機能およびラボ機能は３

者が密接に関係しており、螺旋的進化の形を取っていくものと考えられる。したがって、ただひ

とつの機能の向上を図っても、他の機能がそれに追従していない場合、向上した機能は衰退する

ことになる。

今回のプロジェクトで、ラボ機能がある程度機能するようになっており、そのラボ機能を維持

していくためには、検体の供給を維持していく必要がある。今回の新サーベイランスシステム導

入により、サーベイランスシステムの向上とリファー機能の強化、それによるラボへのリファー

検体の増加を見込むことができると予想する。

ＣＨＳＵが将来的に“国立衛生研究所”的役割を果たすことが目的であることを考慮すると、現

行のモデル地区病院との間だけのシステムを（ある地域や施設に限った定点サーベイランスという

手段を取ったとしても）全国に展開する必要がある。その場合、問題となるのは、全国からリ

ファーされる検体の輸送手段と、増加するであろう検体をさばいていく人的・物的資源の不足、ま

たそれらを維持していくコストの問題である。今後、最小のコストで最大の利益をあげるような

方法を模索していく必要がある。
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